
 
 
分科会等名： 基礎医学委員会・臨床医学委員会合同 医学教育分科会   
 

１ 所属委員会名

（複数の場合

は、主体となる

委員会に○印を

付ける。） 

  基礎医学委員会 
○臨床医学委員会 

 

２ 委員の構成 ２０名以内の会員又は連携会員 
３ 設 置 目 的 我が国の医学教育のあり方については、これまでも議論のあ

るところで、確立されているとは言い難い。特に、卒前教育

（例えば、クリニカルクラークシップ）と卒後臨床研修制度

の関連、卒後臨床研修制度と大学院の実質化の問題、あるい

はこれらと専門医制度の関係は、系統的に十分な検討がなさ

れていない。 
今後の我が国の「科学技術立国」としての立場と、「医師養

成」の課題が、卒前、卒後の医学教育の時期に集中的に問わ

れており、これを整理し、どのような教育体制とするべきか

が、焦眉の課題となっている。 
本分科会においては、複合的、長期的観点からこれらの点に

ついて討論する。 
 

４ 審 議 事 項 （１）卒前及び卒後医学教育の一貫性の吟味 
（２）卒後臨床研修制度と大学院実質化ならびに専門医制

度の関連 
５ 設 置 期 間  平成２０年１０月３日～平成２２年９月３０日 
６ 備    考  

 
 
 


